
平成２０年５月２１日 

 

 

「奥入瀬渓流マイカー交通規制」実施のお知らせ 

 

 

奥入瀬渓流利用適正化協議会（以下協議会という）では、十和田八幡平国立公園の奥入瀬

渓流区域の環境保全及び観光時期の渋滞解消を目的とし、マイカー交通規制の推進について

検討してまいりました。 

平成 15,16 年にそれぞれ 2 日間ずつマイカー交通規制を試行して以降、迂回路となる七曲

区間において落石等が発生したため平成 19 年度まで休止しておりましたが、先日開催されま

した第 13 回協議会（H20.5.9 開催）において、平成 20 年度からの再開が決定されましたの

でお知らせします。 

今後、マイカー交通規制の実施について十分な周知に努めて参りますので、報道各社様に

おかれましては、引き続きご協力をよろしくお願い致します。 

 

※なお、平成 20 年度の実施に際しては、七曲区間の「残る小規模な対策工事」が完了した段

階で、協議会において再度安全確認することを前提としています。 

 

                                                     

記 

               

■マイカー交通規制実施概要 

・添付チラシ参照（各社１０部添付） 

 

■ホームページ開設について 

・奥入瀬渓流マイカー交通規制に関するホームページを下記に開設しました。 

・今後、詳細な内容が決定次第、内容を充実させていく予定としております。 

 http://www.pref.aomori.lg.jp/douro/oirase/ 

 

■今後の予定 

マイカー交通規制の詳細（シャトルバス運行計画や駐車場位置）、その他関連する取り組

み等について決定次第、チラシ第２版及びポスターを作成し、周知に努めることとしており

ます。  
 

 

〔奥入瀬渓流利用適正化協議会事務局〕 
・環境省十和田自然保護官事務所 
・十和田市観光商工部観光推進課     
・青森県観光局観光企画課 
・青森県県土整備部道路課 
・上北地域県民局地域連携部・地域整備部 
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